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新型コロナウイルスへの対応 
  
１）学内の教職員に陽性反応が出た場合 
 ＊感染者が確認された部屋を閉鎖 

・本⼈は⼊院。同部屋教職員の⾃宅待機 
※聞き取り結果次第で他部署及び学⽣に波及する可能性あり 

・全員の検査結果が出るまで同部屋の業務停⽌（期間は未定） 
＊共有部分の消毒（部屋及び建物内の⼿すり、エレベーター等） 

・１⼈の発⽣の場合、本学が消毒作業を実施（消毒業者の⼿配。検査の結果、 
他に感染者がいれば、保健所による消毒作業の可能性あり） 

＊同部屋の教職員全員に１４⽇間の⾃宅待機を命じる（⼤学の判断による） 
２）事務組織の業務継続のための措置の実施 

・他部署からの応援による業務継続（別添） 
（⽀援可能職員、⽀援可能部署の事前把握。前任者、経験者の招集） 

 
３）新型コロナウイルス基本事項 

＊受診・相談について（5 ⽉ 11 ⽇更新） 
https://www.ehime-u.ac.jp/wp-content/uploads/2020/05/jushin_sodan.pdf 

 
＊就業上の取扱いについて（5 ⽉ 11 ⽇更新） 

https://www.ehime-u.ac.jp/wp-content/uploads/2020/05/corona_syugyo.pdf 
    

＊松⼭市保健所（3/5）に確認した事項 
  Q．学内で感染者が確認された場合は？ 

Ａ．感染者は⼊院、同部屋の職員（濃厚接触者）への聞き取り、検査 
Ｑ．感染者の検査結果が陽性の場合は？  
Ａ．⼊院。クラスター感染と認めた場合、保健所による消毒作業の可能性あり 
Ｑ．同部屋の職員（濃厚接触者）の検査結果が陰性の場合は？ 
Ａ．１４⽇間の健康観察（検温等）の要請、不要不急の外出、公共交通機関の利 
  ⽤を控えるよう要請。状況にもよるが保健所としては⾃宅待機の指⽰や命 

令までは考えていない。 
 


